
○鹿児島大学大学院連合農学研究科教員資格審査に関する申合せ 

平成27年１月９日 

代議委員会決定 

平成27年９月３日一部改正 

平成27年11月６日一部改正 

平成31年１月11日一部改正 

平成31年４月１日実施 

令和３年10月22日一部改正 

令和６年12月19日一部改正 

令和７年４月１日実施 

この申合せは、鹿児島大学大学院連合農学研究科教員資格審査規則で定めるもので運用

上必要と思われる事項を整備するものである。 

(資格審査を行う時期) 

１．教員資格審査は、年２回実施し、通常審査は９月とし、２月は特例審査(臨時)を行う

こととする。各構成大学の農学研究科長、農林水産学研究科長及び農林水産学研究科副

研究科長は、通常にあっては７月初旬、特例にあっては12月初旬の連合農学研究科長が

定める日までに関係書類を添えて推薦するものとする。 

また、資格審査を受ける者の職は、推薦のあった時の職とする。 

(有資格者としての適用) 

２．研究科教授会で資格審査を受け、承認された日をもって、有資格者とし、教員資格審

査委員会委員及び学位論文審査委員会委員としての資格を有するものとする。 

(臨時審査の事由) 

３．第１項の特例審査は、次のいずれかに該当する者がいる時に行う。 

(1) ７月１日以降11月30日までに、各構成大学に採用された者で、前職において博士課

程の主指導教員資格を有していた者 

(2) 特別な事由がある場合であって、代議委員会が必要と認めた者 

(論文等の別刷) 

４．研究科教員候補者を推薦する際は、申請書類に添えて、「論文等の別刷」を提出する

こと。 

(資格審査判定投票) 

５．教員資格審査委員会からの判定結果で「可」と判定された候補者について、代議委員

会において資格審査判定の投票を行う。 

(学生の担当) 

６．学生の担当は、有資格者となった年の翌年度からとする。ただし、他に適当な指導教

員がなく、学生に指導教員の欠員が生じた場合は、教育体制を考慮して任用することが

ある。 



(領域の変更) 

７．教員の所属する領域を変更する場合は、受入側の領域が必要とする場合に認め、その

時は受入側の領域で改めて審査する。 

(審査対象期間) 

８．教育研究業績等の審査対象期間は以下のとおりとする。 

① 通常審査 ６月30日より以前 

② 特例審査 ６月30日より以前 

(学内共同教育研究施設等教員の資格基準) 

９．鹿児島大学大学院連合農学研究科規則第４条にある教員については、構成大学の農学

研究科(修士課程)又は農林水産学研究科(修士課程)において授業担当又は学生指導資格

を有していること。また、連合農学研究科以外の博士課程の教員となっている者は除

く。 

(学内共同教育研究施設等教員の推薦) 

10．各構成大学の学内共同教育研究施設等教員が連大教員資格を希望する場合は、施設等

の長と当該研究科代議委員の承諾を得た上で、各構成大学の農学研究科長、農林水産学

研究科長又は農林水産学研究科副研究科長が推薦するものとする。 

(学内共同教育研究施設等教員が担当する学生の所属) 

11．前項の研究施設等教員が担当する学生の身分は、当該研究科に所属し、学生の研究指

導は研究施設に委託するものとする。 

(連携大学院に係る連合農学研究科教員候補者の推薦) 

12．連携大学院に係る連合農学研究科教員候補者については、連携大学院の制度を考慮

し、以下のとおり取り扱うこととする。 

１) 連携大学院に係る客員教員(定数は客員教授２名、客員准教授１名)は、指導教員と

して、鹿児島大学大学院連合農学研究科の領域に所属するものとする。 

２) 連携大学院に係る連合農学研究科教員候補者の資格については、所属予定の領域の

資格審査委員会において研究業績等の確認を行い、意見を付して代議委員会に報告す

る。ただし、資格審査委員会においては判定は行わないものとする。 

３) 連携大学院に係る連合農学研究科教員候補者の資格審査の判定については、代議委

員会で書類審査の上、判定(可否投票はしない。)するものとする。 

４) 連携大学院に係る連合農学研究科教員候補者の資格審査の判定基準は、次のいずれ

かを満たしていることとする。 

① 教員資格審査判定基準申合せを満たしている者。 

② 顕著な研究業績や特許など十分な実績を有する者。 

(補則) 

13．理事に就任する前に主指導教員として学生を担当していた場合に限り、学生に不利益

を与えないこと等を考慮して、学生が修了するまで指導することができる。 



 


